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むつ市議会第２４６回定例会会議録 第５号

令和２年１２月９日（水曜日）午前１０時開議議事日程 第５号

◎諸般の報告

【議案質疑、委員会付託、一部採決】

第１ 議案第 92号 むつ市景観条例

第２ 議案第 93号 むつ市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

第３ 議案第 94号 むつ市承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に

関する条例の一部を改正する条例

第４ 議案第 95号 むつ市地域福祉計画策定委員会条例の一部を改正する条例

第５ 議案第 96号 むつ市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例

第６ 議案第 97号 指定管理者の指定について

（むつ市海と森ふれあい体験館の指定管理者を指定するためのもの）

第７ 議案第 98号 指定管理者の指定について

（むつ市心身障害者ふれあいの家の指定管理者を指定するためのもの）

第８ 議案第 99号 指定管理者の指定について

（脇野沢瀬野牧野外８施設の指定管理者を指定するためのもの）

第９ 議案第100号 指定管理者の指定について

（地方卸売市場大畑町魚市場の指定管理者を指定するためのもの）

第10 議案第101号 指定管理者の指定について

（むつ来さまい館外２施設の指定管理者を指定するためのもの）

第11 議案第102号 指定管理者の指定について

（むつ市奥薬研修景公園外１施設の指定管理者を指定するためのもの）

第12 議案第103号 指定管理者の指定の変更について

（むつ市ウェルネスパークの指定管理者の指定の期間を変更するためのもの）

第13 議案第104号 下北地域広域行政事務組合の共同処理する事務の変更及び下北地域広域行政事務組合

規約の変更に関する協議について

第14 議案第105号 下北地域広域行政事務組合の共同処理する事務の変更に伴う財産処分に関する協議に

ついて

第15 議案第106号 市道路線の認定について

第16 議案第107号 むつ市監査委員に選任する者につき同意を求めることについて

第17 議案第108号 むつ市教育委員会の委員に任命する者につき同意を求めることについて

第18 議案第109号 むつ市教育委員会の委員に任命する者につき同意を求めることについて

第19 議案第110号 令和２年度むつ市一般会計補正予算

第20 議案第111号 令和２年度むつ市国民健康保険特別会計補正予算
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第21 議案第112号 令和２年度むつ市後期高齢者医療特別会計補正予算

第22 議案第113号 令和２年度むつ市介護保険特別会計補正予算

第23 報告第 20号 専決処分した事項の報告について

（和解及び損害賠償の額を定めることについて）

第24 報告第 21号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（令和２年度むつ市一般会計補正予算）

【議案上程、提案理由説明、質疑、討論、採決】

第25 議案第114号 令和２年度むつ市一般会計補正予算

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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◎開議の宣告

午前１０時００分 開議

〇議長（大瀧次男） ただいまから本日の会議を開

きます。

ただいまの出席議員は22人で定足数に達してお

ります。

◎諸般の報告

〇議長（大瀧次男） 議事に入る前に諸般の報告を

行います。

昨日、市長から、今定例会に議案１件を追加提

案したい旨の申入れがあり、先ほど開催した議会

運営委員会で、本日の議事日程の最後にこれを上

程し、審議することが決定されておりますので、

ご報告いたします。

〇議長（大瀧次男） 本日の会議は議事日程第５号

により議事を進めます。

◎日程第１～日程第24 議案質疑、委

員会付託、一部採決

◇議案第９２号

〇議長（大瀧次男） 日程第１ 議案第92号 むつ

市景観条例を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので順次発言を許可します。まず、７番斉藤孝

昭議員。

〇７番（斉藤孝昭） おはようございます。議案第

92号 むつ市景観条例について質疑をさせていた

だきます。

本市の魅力あふれる景観の保全及び形成を図

り、もって市民生活の向上及び地域社会の健全な

発展に寄与するためのものであるとの提案理由で

ありましたが、市が考える良好な景観とはどのよ

うなものなのか。

そして、この条例及び後に策定されるであろう

景観計画によって受けるメリット、デメリットに

ついて説明をお願いいたします。

〇議長（大瀧次男） 都市整備部長。

〇都市整備部長（中里 敬） お答えいたします。

良好な景観については、美しく風格のある国土

の形成と潤いのある豊かな生活環境の創造に不可

欠なもので、地域の自然、歴史、文化などと人々

の生活、経済活動等との調和により形成され、地

域の特性と密接に関連し、観光その他の地域間の

交流の促進に大きな役割を担うものであると市で

は理解しております。

次に、景観条例及び景観計画を策定することに

よるメリットについてでありますが、当市独自の

景観に関する基本理念や基本方針を定めること

で、規制の実施や助成を受けながら、事業者や市

民の皆様とともに下北ジオパークや光のアゲハチ

ョウに代表される当市の魅力ある景観を形成し、

保全、活用するとともに、市民共有の財産として

次世代へ引き継いでいくことができるものと考え

ております。

また、デメリットについてでありますが、今後

の景観計画策定や実施の過程において、事業者や

市民の皆様とともに考えていくことで良好な景観

形成を図り、デメリットが生じないようにしてま

いりたいと考えております。

〇議長（大瀧次男） ７番。

〇７番（斉藤孝昭） 大ざっぱには確かにそういう

ことだと思いますが、具体的に、では分かりやす

く例を挙げて説明をお願いします。

〇議長（大瀧次男） 都市整備部長。

（ ） 、〇都市整備部長 中里 敬 具体的な例としては

まず景観計画の中で今回大きく、青森県の景観条
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例でも規制しておりますが、大規模行為、高さが

高い建造物や影響を及ぼすような大きな行為を行

うときには届出が必要になるということがまず規

制されることになります。

そのほか、景観重要建造物または景観重要樹木

など、今後市民の皆様から意見を募集して、未来

に残すべき建物等を指定することによって、これ

らの保全、活用を図っていくことになります。

そして、公共事業においても景観に配慮した計

画を立てるということが、市が先導的な役割を果

たし、その上で民間の皆様にも景観に十分留意し

ていただくよう、この条例を契機として啓発をし

てまいりたいというように考えております。

〇議長（大瀧次男） ７番。

〇７番（斉藤孝昭） 景観計画策定に当たっては、

後に議会の審査もあるだろうと予想しますので、

出てきたときはそこの対応をしたいと思います。

この景観条例によって、各自治体で条例をつくっ

てやっていますが、例えば塀を建てては駄目だと

か、壁の色を統一しないと駄目だとか、細かい規

制をかけるおかげで、確かに町並みは、見た目は

よくなるかも分かりませんが、困る方々もたくさ

ん出るということも聞いております。策定に当た

っては十分配慮をお願いしたいということと、そ

ういう細かい点について、今回の条例はうたって

いるところはありませんが、計画策定に当たって

の方針とか、どんなことを考えているのかを最後

にお知らせください。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

むつ市政、常に市民協働のまちづくりというこ

とで、これまでも、それからこれからもそうした

コンセプトの下にやっていきたいと。今回の景観

形成についても、まさに我々がどういうふうな景

観を形成したいかということはさておき、市民の

皆様と一緒にむつ市で残すべき景観を考えていく

ということが大切であろうというふうに考えてい

ます。

景観の考え方というのは多分たくさんあって、

それぞれ思いが違うと。ですから、例えばすごく

ミクロな視点でいけば、公園の中の景観、水源池

公園の景観をどうしようかということから始ま

り、あるいは大湊地区全体がどうあるべきか、例

えば海から見える景観がどうかとか、あるいはも

っと大きな視点で見れば、釜臥山の頂上から見え

る景観がどうかとか、様々な視点があろうかと思

いますけれども、そうしたことも地域の皆さんと

一緒に考えながら進めていくということでありま

すので、何か突然屋根の色を規制したとか壁の色

を規制して、みんなが困るというようなことは決

してございませんので、そのように理解をしてい

ただきたいと存じます。

〇議長（大瀧次男） これで斉藤孝昭議員の質疑を

終わります。

次に、20番浅利竹二郎議員。

〇20番（浅利竹二郎） むつ市景観条例についてお

尋ねします。斉藤議員の質疑と一部ダブるところ

、 。もありますけれども ご了承願いたいと思います

まず１点目は、景観行政団体というのは現在青

森県ということになっているのですけれども、本

条例の施行日が令和３年３月１日となっていると

いうことは、その時点でむつ市に景観行政団体が

移行されているのではないかと思いますけれど

も、そこら辺どうでしょうか。

〇議長（大瀧次男） 都市整備部長。

〇都市整備部長（中里 敬） お答えいたします。

これまでに青森県との間で事前に協議を進めて

。 、 、まいりました このことから この条例可決後に

令和３年３月１日の景観行政団体への移行に向け

て、円滑に本協議を県と進めることができるとい

うふうに認識をしております。

〇議長（大瀧次男） 20番。
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〇20番（浅利竹二郎） ありがとうございます。

次に、第３条第３項に規定するところの先導的

役割とは、具体的にどのようなことを言っている

のでしょうか。

また、既にある意味先行して行っている事例が

あるのかどうかもお尋ねします。

〇議長（大瀧次男） 都市整備部長。

〇都市整備部長（中里 敬） 市の先導的役割につ

いてでありますが、景観形成における重要な要素

となる公共施設等の整備に当たりまして、構想や

設計段階から景観への配慮を行うことで、市が先

導して良好な景観形成に取り組むこととしたもの

であります。

また、先行して行っている事例についてであり

ますが、主なものとして北の防人大湊整備事業、

むつ市総合アリーナ整備事業、おおみなと臨海公

園Ｐａｒｋ―ＰＦＩ事業、桜満開プロジェクトな

どにおきまして、景観に配慮した事業を展開して

きたところであります。

〇議長（大瀧次男） 20番。

〇20番（浅利竹二郎） ありがとうございます。

次に、第16条の景観重要建造物、第18条の景観

重要樹木の指定につきましては、これからという

ことになるかもしれませんけれども、大体大きい

ところではこういうことが考えられるというよう

なことがあればお尋ねします。

〇議長（大瀧次男） 都市整備部長。

〇都市整備部長（中里 敬） 景観重要建造物及び

景観重要樹木の指定ということでありますが、地

域の個性ある景観づくりのシンボルとして、外観

が景観上の特徴を有し、公共の場所から容易に見

ることができるなど、良好な景観を形成するため

に重要な建造物や樹木というものが考えられま

す。

具体的な指定等につきましては、今後市民の意

見を募集しながら定めてまいりたいと考えており

ますので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（大瀧次男） これで浅利竹二郎議員の質疑

を終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） 質疑なしと認めます。

以上で議案第92号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第92号は、

お手元に配信しております議案付託表のとおり、

産業建設常任委員会に付託いたします。

◇議案第９３号

〇議長（大瀧次男） 次は、日程第２ 議案第93

号 むつ市国民健康保険税条例の一部を改正する

条例を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） 質疑なしと認めます。

以上で議案第93号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第93号は、

お手元に配信しております議案付託表のとおり、

民生福祉常任委員会に付託いたします。

◇議案第９４号

〇議長（大瀧次男） 次は、日程第３ 議案第94

号 むつ市承認地域経済牽引事業のために設置さ

れる施設に係る固定資産税の特別措置に関する条

例の一部を改正する条例を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） 質疑なしと認めます。
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以上で議案第94号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第94号は、

お手元に配信しております議案付託表のとおり、

総務教育常任委員会に付託いたします。

◇議案第９５号

〇議長（大瀧次男） 次は、日程第４ 議案第95

号 むつ市地域福祉計画策定委員会条例の一部を

改正する条例を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） 質疑なしと認めます。

以上で議案第95号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第95号は、

お手元に配信しております議案付託表のとおり、

民生福祉常任委員会に付託いたします。

◇議案第９６号

〇議長（大瀧次男） 次は、日程第５ 議案第96

号 むつ市道路占用料徴収条例の一部を改正する

条例を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） 質疑なしと認めます。

以上で議案第96号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第96号は、

お手元に配信しております議案付託表のとおり、

産業建設常任委員会に付託いたします。

◇議案第９７号

〇議長（大瀧次男） 次は、日程第６ 議案第97

号 指定管理者の指定についてを議題といたしま

す。

本案は、むつ市海と森ふれあい体験館の指定管

理者を指定するものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので発言を許可します。18番原田敏匡議員。

〇18番（原田敏匡） 議案第97号 指定管理者の指

定について質疑いたします。

この議案は、むつ市海と森ふれあい体験館の指

定管理者を指定するためのものですが、前回選定

時と比べ、参考資料の管理運営計画は大幅に拡充

されているものの、指定管理料は約980万円の減

額となっております。これは全体の約４割の大幅

な減額であり、その要因は何であるのかお伺いい

たします。

〇議長（大瀧次男） 教育部長。

〇教育部長（角本 力） お答えいたします。

むつ市海と森ふれあい体験館の公募を実施する

に当たりまして、これまでの実績と今後の事業の

継続性を精査いたしまして、市の指定事業を見直

したことが主な要因となっております。

見直しの主なものといたしましては、イルカ教

育活動とジオパーク教育活動でございまして、両

事業は調査研究に精通した専門的な知見を有する

人材を確保するため、研究職としての人件費や調

査活動費を積算しておりましたが、イルカの事業

に係る地方創生推進交付金の補助が終了したこ

と、また川内小学校の児童によりますウミニナ研

究の発表が一区切りとなったことなどから、指定

管理料が減額となったものでございます。

、 、なお 指定事業から外れた事業につきましては

今回公募のありました団体において自主事業とし

て計画しているとのことでございますので、利用

者へのサービスの低下は限定的であるというふう

に捉えております。

以上でございます。

〇議長（大瀧次男） 18番。
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〇18番（原田敏匡） 前回選定時との比較について

は理解いたしました。

当施設が指定管理に移行しての更新、再選定と

なりますが、一番初めの選定されたときと比べて

も、約300万円ぐらい減となっているのですが、

これは移行当初と比べて、市からの指定事業等の

縮小によるものなのか、また指定管理者の管理費

等の縮減による成果とも考えられますけれども、

その辺のところを何か要因がありましたらお聞か

せ願います。

〇議長（大瀧次男） 教育部長。

〇教育部長（角本 力） お答えいたします。

指定管理を行うための経費としてということで

ございますけれども、もちろん指定管理事業者の

努力というところもあると思いますけれども、今

、 、回指定業務を行うためには 行政のほうとしても

市としても経費について適正に積算しております

ことから、指定管理業務を実施することは十分に

可能であるというふうに捉えております。

以上でございます。

〇議長（大瀧次男） 18番。

〇18番（原田敏匡） ここまでの答弁と特に予算面

を考慮すると、指定管理するに当たって、その考

え方を抜本的に見直したのかなと推測されるので

すけれども、その過程で、指定管理という選択肢

のほかに、市の直営での運営も選択肢にあったの

ではないかなとちょっと考えられますけれども、

その辺の検討はなされたのか。

また、されたとすると、その経過についてお話

しいただければと思います。

〇議長（大瀧次男） 教育部長。

〇教育部長（角本 力） お答えいたします。

指定管理制度の検討に当たりましては、市が直

接管理運営することも一つの案として比較検討い

たしております。

その結果、指定管理制度とすることに至った理

由といたしましては、民間事業者が有するノウハ

ウを活用することによりまして、施設の設置目的

を効果的に達成することが期待できるというふう

に考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じ

ます。

〇議長（大瀧次男） これで原田敏匡議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） 質疑なしと認めます。

以上で議案第97号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第97号は、

お手元に配信しております議案付託表のとおり、

総務教育常任委員会に付託いたします。

◇議案第９８号

〇議長（大瀧次男） 次は、日程第７ 議案第98

号 指定管理者の指定についてを議題といたしま

す。

本案は、むつ市心身障害者ふれあいの家の指定

管理者を指定するためのものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） 質疑なしと認めます。

以上で議案第98号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第98号は、

お手元に配信しております議案付託表のとおり、

民生福祉常任委員会に付託いたします。

◇議案第９９号

〇議長（大瀧次男） 次は、日程第８ 議案第99

号 指定管理者の指定についてを議題といたしま

す。
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本案は、脇野沢瀬野牧野外８施設の指定管理者

を指定するためのものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） 質疑なしと認めます。

以上で議案第99号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第99号は、

お手元に配信しております議案付託表のとおり、

産業建設常任委員会に付託いたします。

◇議案第１００号

〇議長（大瀧次男） 次は、日程第９ 議案第100

号 指定管理者の指定についてを議題といたしま

す。

本案は、地方卸売市場大畑町魚市場の指定管理

者を指定するためのものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） 質疑なしと認めます。

以上で議案第100号の質疑を終わります。

、ただいま議題となっております議案第100号は

お手元に配信しております議案付託表のとおり、

産業建設常任委員会に付託いたします。

◇議案第１０１号

〇議長（大瀧次男） 次は、日程第10 議案第101

号 指定管理者の指定についてを議題といたしま

す。

本案は、むつ来さまい館外２施設の指定管理者

を指定するためのものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） 質疑なしと認めます。

以上で議案第101号の質疑を終わります。

、ただいま議題となっております議案第101号は

お手元に配信しております議案付託表のとおり、

産業建設常任委員会に付託いたします。

◇議案第１０２号

〇議長（大瀧次男） 次は、日程第11 議案第102

号 指定管理者の指定についてを議題といたしま

す。

本案は、むつ市奥薬研修景公園外１施設の指定

管理者を指定するためのものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） 質疑なしと認めます。

以上で議案第102号の質疑を終わります。

、ただいま議題となっております議案第102号は

お手元に配信しております議案付託表のとおり、

産業建設常任委員会に付託いたします。

◇議案第１０３号

〇議長（大瀧次男） 次は、日程第12 議案第103

号 指定管理者の指定の変更についてを議題とい

たします。

本案は、むつ市ウェルネスパークの指定管理者

の指定の期間を変更するためのものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） 質疑なしと認めます。

以上で議案第103号の質疑を終わります。
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、ただいま議題となっております議案第103号は

お手元に配信しております議案付託表のとおり、

民生福祉常任委員会に付託いたします。

◇議案第１０４号

〇議長（大瀧次男） 次は、日程第13 議案第104

号 下北地域広域行政事務組合の共同処理する事

務の変更及び下北地域広域行政事務組合規約の変

更に関する協議についてを議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので発言を許可します。18番原田敏匡議員。

〇18番（原田敏匡） 議案第104号 下北地域広域

行政事務組合の共同処理する事務の変更及び下北

地域広域行政事務組合規約の変更に関する協議に

ついて、２点質疑します。

１点目は、移譲を受けるに至るまでの経緯につ

いてですが、下北地域広域行政事務組合議会を傍

聴して、その概要は理解しているところですが、

改めて市の見解としてお伺いします。

２点目は、移譲を受けることによるメリットに

ついてですが、これまで管理運営に関わる経費は

全額むつ市が負担していることもあり、メリット

はあってもデメリットはないと考えています。そ

こで、移譲を受けることによるメリットを具体的

にお伺いします。

〇議長（大瀧次男） 企画政策部長。

〇企画政策部長（松谷 勇） お答えいたします。

下北文化会館の移譲に関しましては、これまで

も事務の効率化や財源対策など、ほかの公共施設

と同じく、管理運営方法につきまして下北地域広

域行政事務組合と協議を行ってまいりました。

また、維持管理運営費や改修経費につきまして

はむつ市が全額を負担しており、事務の効率化の

ほか、このたびの新型コロナウイルス感染症に関

する改修や老朽化に伴う大規模改修計画に主体的

に取り組む必要があり、構成町村からのご理解が

得られれば、むつ市において実施してまいりたい

と考えております。

なお、このような経緯の中で、このたび青森大

学のむつ市への進出が重なったことから、改修工

事に当たりましては、キャンパスの機能も有した

改修を進めさせていただきたいと考えておりま

す。

次に、移譲に伴うメリットといたしましては、

市が直接管理運営を行うことで、市のファシリテ

ィーマネジメントに基づき、施設の長寿命化や延

命化を図ることが可能となるものと考えておりま

す。

また、改修工事などの財源の確保といたしまし

て、地方創生に係る施策との連携により、交付金

や地方債など有利な財源の確保が見込まれるこ

と、その他改修等に係る事務につきましても、市

の建築、土木職員の対応が可能となるなど、効率

的な運営が図られるものと考えております。

〇議長（大瀧次男） 18番。

〇18番（原田敏匡） 最後に、手続上の確認ですけ

れども、今後市同様に規約変更のため各構成町村

議会の議決を経た後、あとはどのような手続をも

って正式な移譲となるのかお伺いします。

〇議長（大瀧次男） 総務部長。

〇総務部長（吉田 真） お答えいたします。

議決後の流れ、スケジュールについてでありま

すが、下北地域広域行政事務組合の構成市町村そ

れぞれ、12月定例会におきまして規約変更の議案

についてご審議いただいておりますが、全ての構

成市町村から可決していただいた場合、令和３年

１月に同組合が県へ規約変更の許可を申請し、２

月下旬になろうかと思いますが、県から規約変更

の許可をいただく予定と下北地域広域行政事務組

合からお伺いしております。

以上です。

〇議長（大瀧次男） これで原田敏匡議員の質疑を
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終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） 質疑なしと認めます。

以上で議案第104号の質疑を終わります。

、ただいま議題となっております議案第104号は

お手元に配信しております議案付託表のとおり、

総務教育常任委員会に付託いたします。

◇議案第１０５号

〇議長（大瀧次男） 次は、日程第14 議案第105

号 下北地域広域行政事務組合の共同処理する事

務の変更に伴う財産処分に関する協議についてを

議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） 質疑なしと認めます。

以上で議案第105号の質疑を終わります。

、ただいま議題となっております議案第105号は

お手元に配信しております議案付託表のとおり、

総務教育常任委員会に付託いたします。

◇議案第１０６号

〇議長（大瀧次男） 次は、日程第15 議案第106

号 市道路線の認定についてを議題といたしま

す。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） 質疑なしと認めます。

以上で議案第106号の質疑を終わります。

、ただいま議題となっております議案第106号は

お手元に配信しております議案付託表のとおり、

産業建設常任委員会に付託いたします。

◇議案第１０７号

〇議長（大瀧次男） 次は、日程第16 議案第107

号 むつ市監査委員に選任する者につき同意を求

めることについてを議題といたします。

本案は、本年12月14日をもって任期満了となる

むつ市監査委員に齊藤秀人氏を選任することにつ

いて議会の同意を求めるためのものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） 質疑なしと認めます。

以上で議案第107号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第107号は、会議規則第38条第２項の規

定により、委員会への付託を省略したいと思いま

す。これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第107号は委員会への付託を省略するこ

とに決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、直ちに採決いたします。

本案は、これに同意することにご異議ありませ

んか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第107号は、これに同意することに決定

いたしました。

◇議案第１０８号

〇議長（大瀧次男） 次は、日程第17 議案第108

号 むつ市教育委員会の委員に任命する者につき
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同意を求めることについてを議題といたします。

本案は、本年12月19日をもって任期満了となる

むつ市教育委員会の委員に田中志昌氏を任命する

ことについて議会の同意を求めるためのものであ

ります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） 質疑なしと認めます。

以上で議案第108号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第108号は、会議規則第38条第２項の規

定により、委員会への付託を省略したいと思いま

す。これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第108号は委員会への付託を省略するこ

とに決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、直ちに採決いたします。

本案は、これに同意することにご異議ありませ

んか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第108号は、これに同意することに決定

いたしました。

◇議案第１０９号

〇議長（大瀧次男） 次は、日程第18 議案第109

号 むつ市教育委員会の委員に任命する者につき

同意を求めることについてを議題といたします。

本案は、来年１月15日をもって任期満了となる

むつ市教育委員会の委員に長岡俊成氏を任命する

ことについて議会の同意を求めるためのものであ

ります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） 質疑なしと認めます。

以上で議案第109号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第109号は、会議規則第38条第２項の規

定により、委員会への付託を省略したいと思いま

す。これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第109号は委員会への付託を省略するこ

とに決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、直ちに採決いたします。

本案は、これに同意することにご異議ありませ

んか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第109号は、これに同意することに決定

いたしました。

◇議案第１１０号

〇議長（大瀧次男） 次は、日程第19 議案第110

号 令和２年度むつ市一般会計補正予算を議題と

いたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので順次発言を許可します。まず、７番斉藤孝

昭議員。

〇７番（斉藤孝昭） 議案第110号 令和２年度む

つ市一般会計補正予算について、４点お聞きした

いと思います。

まず１点目は、金谷公園官民連携まちづくり推

進事業の事業内容とその考え方について説明をお

願いします。
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２点目は、橋梁長寿命化修繕事業の継続費をこ

のたび追加という項目で上程していますが、この

場所はどこなのか。あとは、それと継続する理由

ですね、継続費とした理由をお知らせください。

３つ目は、小学校大規模改修事業なのですが、

そもそも大規模改修するときというのは、計画工

事でやるべきものだと私は考えていましたが、こ

のたび３億円の大規模改修ということを補正予算

で出してきた理由と、併せて繰越明許とした経緯

をお知らせ願いたいと思います。

４点目は、市道等維持事業のことなのですけれ

ども、これも債務負担行為でやることになってい

ますが、この理由と該当する工事場所または工事

名をお知らせ願いたいと思います。

〇議長（大瀧次男） 都市整備部長。

〇都市整備部長（中里 敬） お答えいたします。

金谷公園官民連携まちづくり推進事業について

でありますが、本事業は民間事業者が金谷公園の

一部を占用し、幼保連携型認定こども園、病児保

育棟及び地域交流コミュニティ施設の整備を行う

ものでありまして、コロナ禍において屋外オープ

ンスペースの特性を生かした子供・子育て支援と

公園機能の向上を図るものであります。

なお、本事業は公園北側の杉を伐採した遊休地

を占用するものでありますが、占用することがで

きる土地とするために、本来市が行うべき抜根等

の公園の整備について民間事業者が実施すること

から、市がその費用を負担するものであります。

次に、お尋ねの２点目、橋梁長寿命化修繕事業

についてでありますが、本事業は本町地区と新町

地区を結ぶ田名部川に架かる大橋の架け替え工事

であります。

また、債務負担行為としましたのは、事業に３

か年の期間を要することから、お盆時期や田名部

まつりへの影響を最小限に抑えるために継続費を

設定したものであります。

〇議長（大瀧次男） 教育長。

〇教育長（氏家 剛） 小学校の大規模改修事業が

補正予算によって行われる理由、そして繰越明許

になった経緯についてお答えいたします。

本事業につきましては、文部科学省の学校施設

環境改善交付金、これを活用いたしまして、令和

３年度事業として、教育委員会のほうとしては予

定しておりました。こうした中、国の令和２年度

の一次補正予算が成立いたしまして、本事業の前

倒し実施が可能となったというふうな経緯でござ

います。市といたしましては、これを受けまして

交付金の交付申請を行い、このたび交付決定の通

知がありましたので、本定例会への補正予算案の

上程となったという次第でございます。

次に、繰越明許費を設定する経緯につきまして

は、この補正予算案が本定例会で御議決賜りまし

てから、入札に向けた準備となります。そして、

契約までに日数を要すること、また児童の学習へ

の影響をできるだけ少なくするために、学校の長

期休業、夏休み期間、これを中心に施工するとい

うふうなことになります。そのようなことから、

来年の暖房の使用に間に合うように工事を進める

というふうなことになるなど、年度内の完成が困

難なことから、繰越明許費を設定したというふう

なことでございます。

以上です。

〇議長（大瀧次男） 都市整備部長。

〇都市整備部長（中里 敬） 先ほどお答えの一部

が漏れましたので、改めて答弁をさせていただき

ます。

市道等維持事業を債務負担とした理由と該当と

なる工事名及び場所についてお答えいたします。

工事の発注は、原則新年度予算が成立してからの

入札、契約手続となることから、年度当初からの

工事着手は難しく、発注時期が過度に集中する傾

向にあります。
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そこで、発注時期の平準化による経営の効率化

及び工事の品質確保を図るため、年度内または新

年度早期の工事着手が可能となるよう、現年度中

に支出を要しない債務負担行為を設定するもので

あります。このゼロ市債という手法は、昨年度よ

り活用しており、今年度は田名部地区の仲町地区

道路整備工事、関根地区の市道南関根線側溝整備

工事、川内地区の市道蛎崎６号線側溝整備工事の

計３工事を予定しております。

〇議長（大瀧次男） ７番。

〇７番（斉藤孝昭） よく分かりました。

金谷公園官民連携まちづくり推進事業について

なのですけれども、金谷公園については、後にむ

つ総合病院の入院病棟が建てられるのではないか

、 、 、とか 隣には文化会館へ 先ほど話が出ましたが

高等教育機関が来る予定になっている。または、

キッズパークがある、文化財収蔵庫もあるという

ことで、ここの地域は今のところ部門も別々で、

それぞれが独立しているのです。金谷公園周辺の

方向性、今お話しした施設の連携とか共有とかと

いうふうなことをこの機会に多分考えているから

こそこの事業をするのだなと思っていますが、そ

このところのお考えをもう一度お知らせ願いたい

と思います。

市道維持工事のゼロ市債については、昨年質疑

でゼロ市債について話をさせていただきました。

好評だということで、このたびもゼロ市債を使っ

て工事を進めるということの答弁でしたが、この

ゼロ市債の割合ですね、全体の道路維持工事の割

合、どれぐらいが妥当だというふうに考えている

のかをお知らせください。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

金谷公園一帯、今様々な構想が立ち上がってき

。 、 、ています 部門は別ですが 市長は１人ですので

しっかりとした形でこれを取りまとめていきたい

というふうに考えております。まちづくりの中で

は、やはり新しい顔として、文教、それから医療

の拠点になるような形に仕上げようというふうに

考えています。実は今ＵＲ都市機構様と連携をし

て、まちづくりの新しい形を模索しているところ

であります。

この成果としては、来年度の予算の中でしっか

りとした形で提示をしていきたいと考えてござい

ますので、どうぞその時期の発表を楽しみに待っ

、 。ていただきたいと このように考えてございます

ゼロ市債については、担当からお答えさせてい

ただきます。

〇議長（大瀧次男） 都市整備部長。

〇都市整備部長（中里 敬） 債務負担行為、ゼロ

市債の割合等でありますが、今年度、今回提案を

申し上げております、例年の市道等維持工事の事

業費から見ると、予算ベースでは約28％ベースと

いう予定で現在計上させていただいております。

しかしながら、どの程度が妥当であるのかとい

うのは、このゼロ市債を使うためには、交付金等

の決定通知を受ける事業は使えませんので、各年

度ごとの市にとって最も効率的な予算、財政とい

うのを考慮しながらこの拡充には努めていきたい

というふうに考えておりますので、ご理解を賜り

たいと存じます。

〇議長（大瀧次男） これで斉藤孝昭議員の質疑を

終わります。

次に、18番原田敏匡議員。

〇18番（原田敏匡） 議案第110号 令和２年度む

つ市一般会計補正予算について、私も金谷公園官

民連携まちづくり推進事業と小学校大規模改修事

業費について通告していましたが、今質疑した斉

藤議員への答弁で通告内容に関しては理解できま

したので、通告内容についての質疑は割愛させて

いただきます。私からは、２点質疑いたします。

金谷公園官民連携まちづくり推進事業は、むつ
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市都市公園ＰＰＰ活用制度を活用したものになり

ますが、ＰＰＰ、パブリック・プライベート・パ

ートナーシップでは、財政負担の軽減も期待され

るところではありますが、本事業で事業コストの

削減について、現時点で試算されているものがあ

ればお知らせ願います。

もう一点、今回作業自体、補正予算案で上がっ

てきておりますけれども、本来今年度やる予定だ

、 、ったのか それとも着手自体は来年度だったのか

その辺りもお知らせ願います。

〇議長（大瀧次男） 都市整備部長。

〇都市整備部長（中里 敬） お答えいたします。

まず、ＰＰＰということで公民連携ということ

から、市への財政的メリットということでありま

すが、例を言いますと、本来市が行うべき抜根等

の公園整備というものが約2,000万円の工事費を

要するものと試算されます。今回民間事業者と連

携して施工することで、少なくとも市の負担は２

割程度軽減がされるというふうに見込んでおりま

すし、その他金谷公園の利用者の方々の利便性の

向上に大きくつながる、また市の施策である子育

て支援エリアとしての子育て中の皆様への支援も

大きくつながるというふうな今回の事業でありま

すことから、メリットはかなり大きいものという

ふうに考えております。

それから、今回補正予算とした理由についてで

ありますが、本来幼保連携型認定こども園として

建設を予定している事業者は、金谷公園ではなく

て別の場所での建設を計画しておりました。しか

しながら、コロナということで、コロナ禍におけ

る新たな子育ての支援と、また幼稚園の経営とい

、 、うことで 金谷公園での事業募集を行ったところ

この募集に応募していただき、その中で私どもで

今年度から実施をしたいというふうに考えました

ので、今回の補正予算の計上に至ったということ

になります。ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（大瀧次男） これで原田敏匡議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） 質疑なしと認めます。

以上で議案第110号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第110号は、会議規則第38条第２項の規

定により、委員会への付託を省略したいと思いま

す。これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第110号は委員会への付託を省略するこ

とに決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、直ちに採決いたします。

本案は原案のとおり可決することにご異議あり

ませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） ご異議なしと認めます。よっ

、 。て 議案第110号は原案のとおり可決されました

◇議案第１１１号

〇議長（大瀧次男） 次は、日程第20 議案第111

号 令和２年度むつ市国民健康保険特別会計補正

予算を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） 質疑なしと認めます。

以上で議案第111号の質疑を終わります。

、ただいま議題となっております議案第111号は

お手元に配信しております議案付託表のとおり、

民生福祉常任委員会に付託いたします。
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◇議案第１１２号

〇議長（大瀧次男） 次は、日程第21 議案第112

号 令和２年度むつ市後期高齢者医療特別会計補

正予算を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） 質疑なしと認めます。

以上で議案第112号の質疑を終わります。

、ただいま議題となっております議案第112号は

お手元に配信しております議案付託表のとおり、

民生福祉常任委員会に付託いたします。

◇議案第１１３号

〇議長（大瀧次男） 次は、日程第22 議案第113

号 令和２年度むつ市介護保険特別会計補正予算

を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） 質疑なしと認めます。

以上で議案第113号の質疑を終わります。

、ただいま議題となっております議案第113号は

お手元に配信しております議案付託表のとおり、

民生福祉常任委員会に付託いたします。

◇報告第２０号

〇議長（大瀧次男） 次は、日程第23 報告第20

号 専決処分した事項の報告についてを議題とい

たします。

本案は、和解及び損害賠償の額を定めることに

ついて報告するものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） 質疑なしと認めます。

以上で報告第20号の質疑を終わります。

報告第20号については、文書のとおりでありま

すので、ご了承願います。

◇報告第２１号

〇議長（大瀧次男） 次は、日程第24 報告第21

号 専決処分した事項の報告及び承認を求めるこ

とについてを議題といたします。

本案は、令和２年度むつ市一般会計補正予算に

ついて報告及び承認を求めるものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） 質疑なしと認めます。

以上で報告第21号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます報告第21号は、会議規則第38条第２項の規定

、 。により 委員会への付託を省略したいと思います

これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） ご異議なしと認めます。よっ

て、報告第21号は委員会への付託を省略すること

に決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、直ちに採決いたします。

本報告は承認することにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） ご異議なしと認めます。よっ

て、報告第21号は承認することに決定いたしまし

た。
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◎日程第25 議案上程、提案理由説明、

質疑、討論、採決

〇議長（大瀧次男） 次は、日程第25 議案第114

号 令和２年度むつ市一般会計補正予算を議題と

いたします。

市長から提案理由の説明を求めます。市長。

〇市長（宮下宗一郎） おはようございます。ただ

いま追加上程されました議案第114号 令和２年

度むつ市一般会計補正予算について、提案理由及

び内容の概要をご説明申し上げ、ご審議の参考に

供したいと存じます。

本案は、1,605万3,000円の増額補正でありまし

て、これにより補正後の歳入歳出予算総額は、

449億3,376万1,000円となります。

まず、歳出についてでありますが、民生費にひ

とり親世帯臨時特別給付金事業費として、ひとり

親世帯臨時特別給付金の基本給付の再支給に要す

る経費を計上しております。

これは、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世

帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏

まえ、こうした世帯の子育ての負担や収入の減少

に対して支援するため、本年６月に成立した国の

第２次補正予算に基づき支給しているひとり親世

帯臨時特別給付金について、ひとり親家庭の生活

実態が依然として厳しい状況にあることを踏ま

え、支給対象者に対して、再度、同様の基本給付

の支給を実施するためのものであります。

次に、歳入についてでありますが、国庫支出金

に歳出との関連において補助見込額を計上してお

ります。

次に、本日の追加提案、そして本日中の採決を

お願いする理由についてご説明いたします。一昨

日、12月７日に国から本給付金の実施に係る正式

通知が届きまして、その通知には原則年内に支給

対象者に支給するよう明記されております。市と

いたしましては、国の通知に基づき、年内に本給

付金を支給したいと考えており、本日中の採決を

お願いするものでありますので、ご理解を賜りた

いと存じます。

以上をもちまして、追加上程されました議案に

ついて、その大要を申し上げましたが、細部につ

きましては、議事の進行に伴いましてご質問によ

り詳細ご説明申し上げます。

何とぞ慎重ご審議の上、原案どおり御議決賜り

ますようお願い申し上げる次第であります。

〇議長（大瀧次男） これで提案理由の説明を終わ

ります。

ただいま上程されました議案については、この

後質疑、討論、採決を行いますが、ここで議事整

、 。理のため 午前11時30分まで暫時休憩いたします

午前１０時５７分 休憩

午前１１時３０分 再開

〇議長（大瀧次男） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◇議案第１１４号

〇議長（大瀧次男） 次は、議案第114号 令和２

年度むつ市一般会計補正予算に対し質疑に入りま

す。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） 質疑なしと認めます。

以上で議案第114号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第114号は、会議規則第38条第２項の規

定により、委員会への付託を省略したいと思いま

す。これにご異議ありませんか。
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（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第114号は委員会への付託を省略するこ

とに決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、直ちに採決いたします。

本案は原案のとおり可決することにご異議あり

ませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） ご異議なしと認めます。よっ

、 。て 議案第114号は原案のとおり可決されました

◎散会の宣告

〇議長（大瀧次男） 以上で、本日の日程は全部終

わりました。

お諮りいたします。明12月10日は常任委員会の

ため、12月11日及び12月14日から17日までは議事

整理のため休会したいと思います。これにご異議

ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） ご異議なしと認めます。よっ

て、明12月10日は常任委員会のため、12月11日及

び12月14日から17日までは議事整理のため休会す

ることに決定いたしました。

、 、なお 12月12日及び13日は休日のため休会とし

12月18日は付託議案審議を行います。

本日はこれで散会いたします。

午前１１時３２分 散会
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